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プロジェクト 実務対応 

項目 
連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い 

－公開草案に寄せられた主なコメントの概要とそれらに対する対応 
 

 

本資料の目的 

1. 本資料は、実務対応報告公開草案第 41号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計

に関する当面の取扱い（その 1）（案）」及び実務対応報告公開草案第 42号「連結納税

制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その 2）（案 ）」に寄せられ

た主なコメントとそれらに対する対応である。 

2. 具体的な文案は、本資料の次頁以降に添付されている。当委員会では、本実務対応報

告の公表後にこれらの主なコメントとそれらに対する対応を公表する予定である。 

 

以 上 

  

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。
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実務対応報告公開草案第 41号（実務対応報告第 5号の改正案）「連結納税制度を適用する場合

の税効果会計に関する当面の取扱い（その１）（案）」及び実務対応報告公開草案第 42号（実

務対応報告第 7号の改正案）「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱

い（その２）（案）」に対するコメント 

 

 

 実務対応報告公開草案第 41号（実務対応報告第 5号の改正案）「連結納税制度を適用する

場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その１）（案）」（2014年 9月 26日公表） 

１．コメントの対象となる公表物の名称及び公表時期 

 実務対応報告公開草案第 42号（実務対応報告第 7号の改正案）「連結納税制度を適用する

場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その２）（案）」（2014年 9月 26日公表） 

 

 

２．コメント募集期間 

2014年 9月 26日～2014年 11月 26日 

 

 改正実務対応報告第 5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱

い（その１）（案）」（2015 年●月●日公表） 

３．公開草案を踏まえた公表物の名称及び公表時期 

 改正実務対応報告第 7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱

い（その２）（案）」（2015 年●月●日公表） 

 

[団体等] 

４．コメント提出者一覧 

 団 体 名 

CL1 一般社団法人 日本経済団体連合会 
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以下は、主なコメントの概要と企業会計基準委員会のそれらに対する対応です。 

５．主なコメントの概要とその対応 

「コメントの概要」には主なものを記載していますが、以下に記載されていないコメントについても、企業会計基準委員会で分析を行っています。 

また、以下の「コメントの概要」には、文章表現に関するものについては、記載していません。 

 

論点の項目 コメントの概要 コメントへの対応（案） 

総論 
1) 本公開草案 

の改正内容に

同意する意見 

 

本改正は、平成 26 年度税制改正における地方法人税の創設に伴う改正であり、 改正

内容については同意する。 

 

 

2) 本公開草案 

の構成に関す

る意見 

 

 実務対応報告の内容を考えると、実務対応報告第 41 号（実務対応報告第 5 号の改正

案）と実務対応報告第 42号（実務対応報告 7号の改正案）とを分けておく必然性は無く、

この機会に 1つにまとめることを検討していただきたい。 

 

 

以 上 
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